
予算編成のあり方に関する検討会・論点整理 

＜基本的な方向性 －４つの改革の柱－＞ 
 

 新政権においては、国民主権のもとで、納税者の視点に立った予算編成を行い、予算の効率性を高めて

いきます。そのために、以下の「４つの改革の柱」を定め、可能なものは 22 年度予算編成から、速や

かに実行に移してまいります。 
 

【第１の柱】 複数年度を視野に入れた、トップダウン型の予算編成 

・ 新政権は、従来のような、各省別の要求積み上げ型の予算編成プロセスを抜本的に改める。 

・ トップダウンで省庁横断的な予算編成を行い、官僚主導・縦割り行政の弊害を排除する。 

・ 中長期的視野に立った複数年度の財政計画を策定し、規律ある財政運営を行う。 
 

【第２の柱】 予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化 

・ これまで、予算編成の実態は国民の目から見えにくく、どの予算がどのように決まったのか、また、

どのように使われたのかが分かりにくい、いわば密室での作業であった。 

・ 新政権においては、インターネットなどを活用して予算編成・執行プロセスを透明化・可視化し、国

民への情報開示を強化する。これにより、国民自身の目でムダをチェックできるようにする。 
 

【第３の柱】 年度末の使い切り等、ムダな予算執行の排除 

・ 予算を毎年度編成し国会で議決する単年度原則は、憲法上の重要なルールではあるが、予算執行の現

場では、予算を年度末に無理やり使い切るといったムダが生じているとの指摘がある。 

・ 財政規律を維持しつつ、同時に使い切り等のムダを排除するため、次年度への繰越制度の一層の活用

など、政府において最大限の工夫・改善を行うとともに、これに対応するための体制整備を行う。 
 

【第４の柱】 「政策達成目標明示制度」の導入により、国民に対する成果を重視 

・ 英国の「公的サービス合意」制度を参考とした、「政策達成目標明示制度」を導入する。 

・ どのような政策を行うかではなく、その政策が国民に何をもたらしてくれるのか、具体的な「成果」

を重視した目標を立てる。目標の達成度はしっかりと客観的に検証する。 

・ これにより、国民への説明責任を十全に果たすとともに、より少ない予算で、より高い目標を達成す

るよう努力する。 

・ 政策評価の実施にあたっては、民間のノウハウも積極的に活用していく。 
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【第１の柱】 複数年度を視野に入れた、トップダウン型の予算編成 

 

22 年度予算から実施  23 年度予算以降から実施 

   

① 予算編成プロセス改革の第一歩として、トッ

プダウン型の予算編成を実施。予算閣僚委員

会において基本方針を示したうえで、閣僚同

士の議論による厳しい優先順位付けを行う。 

 

② 基本方針の策定に当たっては、マニフェスト

の実現を目指しつつ、景気動向や財政規律に

も配慮する。 

 

③ 特に省庁横断的な取組みを必要とする分野に

ついては、予算閣僚委員会により大局的な方

針を示し、縦割り行政の弊害を排除する。 

 

④ その際、財政状況に関する情報を閣僚間で共

有するとともに、閣僚委員会等で十分に予算

案を吟味する。 

 

⑤ また、行政刷新会議は、各省庁からの予算要

求を納税者の目線から徹底的に精査し、新政

権が国民に約束した、ムダの排除を実現する。

 ① 平成 23～25 年度の３年間の歳入見込み

及び、各分野の歳出の骨格と歳出削減策

を含む、中期財政フレームを策定する。

 

② 各年度の予算要求・予算編成は中期財政

フレームと各年の歳入見積もりを基本

として行うこととし、実質的な複数年度

予算編成を実現する。 

 

③ 中期財政フレームは、国の財政活動を包

括的にとらえるものとする。また、国と

地方の財政関係についても、このフレー

ムの中で整合的に、財政規律の強化・安

定化を図る。 

 

④ この前提として、中長期的な財政規律の

あり方を含めた、「財政運営戦略」を併

せて策定し、責任ある財政運営を行う。
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【第２の柱】 予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化 

 

22 年度予算から実施  23 年度予算以降から実施 

   

① 各省の概算要求書、政策評価調書をインター

ネットで公開する。 

 

② 行政刷新会議の「事業仕分け」を全面公開で

行う。この中で、予算の支出先の情報（例え

ば天下り先の独立行政法人、公益法人等）や、

事業費に人件費を加味した事業の「フル・コ

スト」の情報を積極的に活用・公表する。 

 

③ 予算編成の節目節目において、予算閣僚委員

会で決定したことは公表し、内閣としての説

明責任を果たす。 

 

④ 決定した予算の内容や執行状況について、広

く国民全般に分かりやすい情報開示の方法を

工夫する。また、補正予算を含めた財政の全

体像について、より分かりやすく国民への情

報発信を行う。 

 
（注）具体的な作業の範囲は、各省の対応可能性や費用

対効果も踏まえ検討。 

 ① 22 年度の取組みを踏まえ、予算編成・執

行に関する情報のインターネット等で

の公表をさらに充実することや、国から

の支出先（天下り先の独立行政法人、公

益法人等を含む）の情報を明示すること

等を通じて、透明化・可視化をより一層

充実する。 

 

② これにより、予算の具体的な使い途やム

ダを、国民自身の目でチェックできるよ

うにする。 

 

③ また、中期財政フレームの策定と併せ

て、歳入・歳出に関する見積もりと実績

の比較について検証を行うなど、諸外国

の取組みも参考として、財政に関する分

析の充実、透明性の向上に努める。 
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【第３の柱】 年度末の使い切り等、ムダな予算執行の排除 

 

22 年度予算から実施  23 年度予算以降から実施 

   

 

① 予算の執行状況のインターネット等における

開示を充実し、年度末の無理な使い切り等、

不合理な執行を国民の目でチェックできるよ

うにする。 

 

② 各省に副大臣・政務官を長とする「予算執行

監視チーム」を設置し、調達等を含めた予算

執行について、効率性を高めるため厳格に監

視・評価する。 

 

③ 年度当初からの計画的な執行を促進するた

め、各府省の補助金等の交付手続きをスピー

ドアップさせる。 

 

④ 財務省においては、現場での繰越手続き等が

非効率を招いていないかという観点から、省

庁・自治体等からの問題点の指摘や改善要望

について窓口を設置し、包括的なヒアリング

を行う。その上で、繰越制度の一層の活用に

向け、要件の明確化等の改善を行う。 

  

① 左記の予算執行監視やヒアリングの結

果を踏まえ、さらなる改善を検討・実施

する。 

 

② 「予算執行監視チーム」は、各年度終了

後に、改善の実績及びさらなる改善方策

を取りまとめ、公表する。 

 

③ 効率的な予算執行の観点から、予算の流

用対象範囲の拡大につながる、予算の費

目区分の大くくり化などについて、検討

する。 
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【第４の柱】 政策達成目標明示制度の導入により、国民に対する成果を重視 

 

22 年度予算から実施  23 年度予算以降から実施 

   

① マニフェストの実施を前提として、より具体的

に何を実現するか、政府として最優先の目標を

厳選した「政策達成目標」を定める。この中で、

あらかじめ定めた期間内に、国民のために達成

する成果（アウトカム）を具体的に明示する。

 

② 「政策達成目標」については、その達成度をで

きるだけ客観的に検証することのできるよう、

「達成指標」を定めるとともに、それを実現す

る道筋を示した「達成計画」を定める。 

 

③ 達成状況について、事後的に政策評価を行うこ

とを通じて、予算が効果的・効率的に使われた

かどうかを検証するために、目標や成果を説明

する文書について政府として統一的なフォー

マットを定める。 

 

④ 平成 22 年度は、こうした「政策達成目標明示

制度」の試行期間と位置づけ、年度開始までに

さらに詳細を詰める。 

 ① 平成 23 年度予算編成から、「政策達成

目標明示制度」を本格的に導入する。 

 

② 同年度からの複数年度予算の導入とも

併せ、各省は、中期財政フレームと整合

的な、中期的な「政策達成目標」及び「達

成計画」を定める。これに基づき、内閣

及び各省の戦略計画を策定する。 

 

③ 「達成指標」の定め方については、平成

22 年度の試行を踏まえ、さらに改善を図

る。 

 

④ あわせて、政策評価を活用した予算の効

率化を進めるため、英国のように財政当

局が評価や予算執行をチェックするこ

とを含め、政策評価のあり方や体制につ

いてさらに抜本的な検討を行う。その

際、政策評価に関する民間のノウハウも

積極的に活用していく。 
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